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自
立
支
援
医
療
に
お
け
る
利
用
者
負
担
軽
減
策
の
延
長
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     

                                                                   
 
 
 
 

提 

出 

日   
 

平
成
二
十
三
年
十
ニ
月
七
日 

答
弁
書
受
領
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
ニ
月
十
六
日                  

 
 

現
在
う
つ
病
等
の
長
期
療
養
を
受
け
る
者
が
増
加
し
て
い
る
が
、「
障
害
者
自
立

支
援
法
」
に
お
い
て
、
精
神
通
院
医
療
の
「
重
度
か
つ
継
続
」
に
該
当
す
る
場
合
は
、

窓
口
負
担
が
一
割
に 

な
る
措
置
が
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
市
町
村
民
税
課
税

世
帯
で
所
得
割
が
年
間
二
十
三
万
五
千
円
以
上
と
い
う
「
一
定
所
得
以
上
」
の
該
当

者
（
約
八
万
人
以
上
）
に
対
す
る
当
該
措
置 

の
期
限
は
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

一
日
に
な
っ
て
い
る
。 

 

一
方
、
十
八
歳
未
満
で
体
に
障
が
い
や
病
気
が
あ
り
、
放
置
す
る
と
将
来
体
に
障

が
い
が
残
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
手
術
等
の
治
療
で
そ
の
改
善
が
期
待
出
来
る
子
ど

も
に
対
し
て
行
わ
れ
る
育
成
医
療
の
負
担
上
限
設
定
措
置
に
つ
い
て
も
、
市
町
村
民

税
課
税
世
帯
で
所
得
割
が
年
間
二
十
三
万
五
千
円
未
満
と
い
う
「
中
間
所
得
」
の
該

当
者
（
約
三
万
五
千
人
。
全
育
成
医
療
該 

当
者
の
八
割
強
。
）
に
対
す
る
当
該
措
置

の
期
限
が
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
に
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
の
措
置
は
、
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
限
で
あ
っ
た
も
の

を
、
自
公
政
権
時
に
お
い
て
利
用
者
の
置
か
れ
て
い
る
厳
し
い
状
況
を
踏
ま
え
て
延

長
を
行
っ
た
も
の
で 

あ
る
が
、
政
権
交
代
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、「
総
合
福
祉
法
」

の
検
討
が
進
め
ら
れ
る
中
、
再
延
長
に
つ
い
て
の
先
行
き
が
見
え
な
い
と
の
国
民
の

不
安
の
声
が
上
が
っ
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

          

 

質 

問 

             

政 

府 

回 

答 
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一 

市
町
村
民
税
課
税
世
帯
で
所
得
割
が
年
間
二
十
三
万
五
千
円
以
上
と
い
う
「
一

定
所
得
以
上
」
の
該
当
者
に
対
す
る
「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
の
精
神
通
院
医
療
の

窓
口
負
担
軽
減
措
置
を
延
長
し
た
場
合
、
平
成
二
十
四
年
度
の
追
加
的
財
政
負
担

は
、
ど
の
程
度
と
推
計
さ
れ
る
か
。 

 

二 

市
町
村
民
税
課
税
世
帯
で
所
得
割
が
年
間
二
十
三
万
五
千
円
未
満
と
い
う
「
中

間
所
得
」
の
該
当
者
に
対
す
る
育
成
医
療
の
負
担
上
限
設
定
措
置
を
延
長
し
た
場

合
、
平
成
二
十
四
年
度
の
追
加
的
財
政
負
担
は
、
ど
の
程
度
と
推
計
さ
れ
る
か
。 

 

三 

前
記
一
及
び
二
の
措
置
の
延
長
は
い
つ
決
定
す
る
の
か
。
明
年
三
月
末
の
期
限

切
れ
と
い
う
対
象
者
の
不
安
を
か
ん
が
み
れ
ば
、
政
府
は
こ
れ
ら
の
措
置
の
延
長
を

直
ち
に
決
定
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
野
田
内
閣
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

  
 

右
質
問
す
る
。 

質 

問 

 

 

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て 

 

お
尋
ね
の
自
立
支
援
医
療
に
お
け
る
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第

十
号
）
附
則
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
に
規
定
す
る
経
過
的
特
例
に
よ
る
利
用
者
負
担
軽
減

策
を 

平
成
二
十
四
年
度
も
延
長
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
同
年
度
予
算
編
成
過
程
に

お
い
て
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
時
点
に
お
い
て
、
当
該
利
用
者
負
担
軽
減
策
を

同
年
度
も
延
長
し
た
場
合
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 
 

政 

府 

回 

答 


